
現在、医薬品供給が安定せず大きな社会問題と
なっています。
製薬メーカーを指定しない一般名処方により調剤
薬局では柔軟な対応を取ることができます。
当院では2023年3月から一般名処方の運用を開始
します。

『一般名処方』ってなに？

一般名処方とは・・・・
お薬の有効成分をそのまま薬品名として
処方することです。

【般】○○○○錠 10ｍｇ 1錠
1日1回 朝食後 7日分

一般名処方 Q&A

Q 一般名処方以外の処方はあるのですか？
A 処方せんには「商品名」で記載されているお薬もあります。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Q 一般名処方の場合のメリットは？
A 患者さんは有効成分が同一の医薬品が複数あれば先発医薬品、
後発医薬品を患者さんご自身で選ぶことができます。

ご不明な点は薬剤部院内処方せんカウンターまで

院外処方せんの「一般名処方」開始のお知らせ

一般名処方であれば、処方せんには
【般】+「一般的名称（成分）」+「剤形」+「含量」
と記載されます
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